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１．十日市場周辺地域持続可能な住宅地モデルプロジェクト 概要 
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３．（仮称）十日市場センター地区エリアマネジメントの理念、目標、取り組み事業 

周辺の豊かな自然環境を引き継ぎながら、十日市場センター地区には新たに集合住宅及び高齢者福祉施設、地域利便施設等が整備され、多世代に渡る多くの人々がこの地区に新住民として加わります。 
（仮称）十日市場センター地区エリアマネジメントは、開発事業により整備されるコミュニティ施設・広場等を拠点として活用することにより地区内外の住民交流を促進させ、良好な地域コミュニティの形成および 
維持・向上に取り組んでいきます。 

地域交流事業 

地域連携事業 

拠点施設を活用し、十日市場センター地区および周辺地域に関わ
る住民、学生、企業等が交流を深められる交流事業（コミュニティイ
ベント、テナント連携イベント）を展開します。 

十日市場駅周辺活性化協議会や、周辺自治会、周辺公共施設、
地元で活躍する講師等が、地域のプレイヤーとして十日市場地域
の交流促進に資する活動を展開できるよう、活動場所の提供など
連携・協力します。 

目標１ 
  新・旧住民、多様な世代が交流し、にぎわいのある 
  地域コミュニティづくり 【コミュニティ】 

具体的活動イメージ 
 ＜コミュニティイベント案＞ マルシェ、料理教室、 リトミック など 
 ＜地域連携イベント案＞地域の既存イベントとの連携  など 

環境共生・美化・防犯・防災事業 
十日市場センター地区内広場や緑地を中心としながら、周辺地域
も含めた環境共生・美化に努め、良好な環境の維持を図るための
活動を推進します。 

目標２ 
  安全安心で、人々が快適な環境のもとで過ごせる 
  地域づくり 【地域環境】 

具体的活動イメージ 
  防災訓練、ガーデニング教室、 
  省エネ講座 など 

地域エコ事業 
十日市場センター地区全体で取り組むエネルギーマネジメント
活動と連携し、イベント等を通して、楽しみながら省エネ活動の
普及啓発などに取り組みます。 

活動情報発信事業 
拠点施設で展開されるコミュニティイベントや、住民サークル、NPO
等が開催する地域活動、周辺地域でのイベント情報等を発信しま
す。 

目標３ 
  活動を持続可能にするための情報発信と  
  人材育成、仕組みづくり【サスティナビリティ】 

人材育成事業 
活動開始から、エリアマネジメント活動 
（コミュニティイベント開催や情報発信活動）に携わる地域のプレイ
ヤーを育成します。 

具体的活動イメージ 
  HP、 イベント告知チラシ、  
 人材育成プログラム など 

【理念】 
人と人、地域と地域をつなぎ、良好な地域コミュニティを育む 

～人と、緑と、未来をつなぐ十日市場～ 
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2．エリアマネジメント計画の名称 

 ＜計画名称＞   
 （仮称）十日市場センター地区エリアマネジメント計画 

＜同計画を推進する組織名称＞ 
 （仮称）十日市場センター地区エリアマネジメント（以下「センター地区ＡＭ」という。） 
  非営利型一般社団法人として法人化を検討中 



４．コミュニティマネジメントにおけるエリアマネジメントの位置づけおよび３つのマネジメントの対象範囲 

○エリアマネジメント ⇒対象：十日市場町周辺地域  主体：センター地区ＡＭ 
• 豊かな自然環境や農、人々や施設の活動などの十日市場の魅力を 活かした様々なイベント・交流を通じて、 
地域への愛着を育み、 さらに地域の魅力や資産価値を高めていきます。 

○エネルギーマネジメント ⇒対象：十日市場センター地区  主体：管理組合や管理会社等 
• 創エネ等環境性能の高い住宅・建物の整備や、エネルギーの見える化による省エネ活動支援等により、エネルギーを 
できるだけ使わない生活づくりを目指します。 

• 個人の行動が街区全体の広がるようなイベント等を通じて省エネ活動を促進します。 

○住まいのマネジメント ⇒対象：十日市場駅勢圏   
             主体：当該事業の協力企業（地元不動産会社、県公社、ＵＲ）等 
• コンシェルジュが日常の暮らしや住まい、情報のサポートを行う相談窓口を設置します。 
• 地域内での住み替えや家族の近居を誘導・支援する仕組みづくりを行います。 

まちの活力を維持するためには地域のコミュニティの果たす役割は重要です。地域の人々が交流し、協働でまちの資産価値を高め、
将来に渡り幸せに暮らせる地域コミュニティの仕組みとして十日市場センター地区にコミュニティマネジメントの導入を行います。 
本計画に記載するエリアマネジメントは、コミュニティマネジメントの仕組みの一つとして位置づけるものです。 

■コミュニティマネジメント 
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本計画の対象範囲・活動拠点地区（20,21街区） 
（対象エリア） 

将来の活動拠点地区（22街区） 

波及効果・事業連携エリア 
直径1200m徒歩15分圏内 

参考 ：  
緑十日市場住宅団地地区地区計画（約39ha） 

※20～22街区を総称して、十日市場センター地区と呼ぶ 

５．対象エリア、波及効果エリア及び事業連携エリア 

地区施設（まちかど広場、広場） 
 ３つの街区（20,21,22街区）の中央に位置する屋外広場。にぎわい創出、防災訓練等、屋外でのエリアマネジメント活動の
拠点とする。 
 
コミュニティスペース（屋内） 
 20街区まちかど広場に隣接するコミュニティスペースおよび21街区内コミュニティスペース。 
マンション住民だけでなく、地域にも開放された周辺住民も利用可能なスペース。セミナーなど、屋内でのエリアマネジメント
活動の拠点とする。 
 
公開空地（中庭） 
 20街区内に位置する敷地内通路および緑地等 
 ・公開空地については、（仮称）「エリアマネジメント組織の広場利用に関する利用基準」を設けて運用していきます。         
                                              
 
 
  Ｐ7にも関連記載あり 

６．活動拠点 

20街区 

21街区 

地区施設 
（まちかど広場） 

コミュニティスペース 

公開空地 

地区施設 
（緑道） 

地区施設（広場） 

③十日市場 

センター地区 

500m 

  

  

長津田駅 

若葉台団地 

(県公社) 

霧が丘団地 

(UR) 

①十日市場町 

周辺地域 

②十日市場駅を 

利用する駅勢圏 



目標 2019年度（半年間） 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

①エリアマネジメント組織主催のコミュニティイベント等開催数 12回 22回 22回 22回 22回 

②会員による自主的イベントな開催回数 2件 5件 10件 15件 20件 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
組
織
主
催 

地域交流事業 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域連携事業  
 
 

環境共生等事業  
 
 
 
 
 
 

地域エコ事業  
 
 

人材育成事業  
 
 

会員主催イベント等  
 
 

■年間活動イメージ  開催時期や内容詳細等は連携先等との協議により調整 

※人材育成や、ＨＰ・ポスター等での情報発信を通じて、自主的にイベント
を開催する会員の増加に取り組みます。 

子ども向け 
（コミュニティスペース） 

セミナー系 
（コミュニティスペース） 

にぎわい創出系 
例：マルシェなど 
（公開空地、地区施設等） 

新春イベント 
（公開空地、地区施設等） 

既存地域イベント 
との連携 

防災訓練 
（公開空地、地区施設等） 

ガーデニング 
（公開空地等） 

清掃 
（周辺地域等） 

省エネ講座 
（コミュニティスペース等） 

人材育成 
（コミュニティスペース等） 

テナント 
（コミュニティスペース等） 

年間を通じて随時開催できるよう支援します 

    枠線色は、Page3「３．（仮称）十日市場センター地区エリアマネジメントの理念、目標、取り組み事業」上記目標１～３に対応 
 
（   ）内の表記は、想定活動場所 

７．具体的目標と、活動イメージ 

■具体的目標 
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子ども向け 
（コミュニティスペース） 

セミナー系 
（コミュニティスペース） 

子ども向け 
（コミュニティスペース） 

子ども向け 
（コミュニティスペース） 

テナント 
（コミュニティスペース等） 

テナント 
（コミュニティスペース等） 

ガーデニング 
（公開空地等） 

清掃 
（周辺地域等） 

清掃 
（周辺地域等） 

清掃 
（周辺地域等） 

人材育成 
（コミュニティスペース等） 



会 員 

総会   ：組織の最高意思決定機関 
        活動計画・予算案の審議・承認、会則（定款）変更審議・承認など        
      【構成員（正会員）】 
       ：会費を負担し、組織に対する議決権をもつ 
        ・20街区区分所有者 
        ・21街区福祉施設入居者 
        ・21街区戸建て区分所有者 
        ・20・21街区テナント 
      【開催頻度】 
        定期総会 年１回 
         臨時総会 必要に応じて開催 

理事会 ：組織（法人）の業務執行の決定等を行い、ＡＭ活動の主体となる機関 
       予算執行状況確認、活動計画・予算案作成、イベント内容検討など 
       また、三つのマネジメントや周辺地域関係者など、多様な関係者間の意見交換の場とします 
       
      【役割】 
        〇代表理事      １名 理事会において業務執行の意思決定を行う。 
                        また、理事会での意思決定に基づき、法人の業務遂行を行う。 
        〇副代表理事  １名 理事会において業務執行の意思決定を行う。 
                       代表理事の役割を補佐する。 
        〇理事      １名 理事会において業務執行の意思決定を行う。また、必要に応じ代表理事、 

  副代表理事の役割を補佐する。 
        監事        １名 理事および理事会が適正に業務を行っているかを監視する。 
        アドバイザー    １名  学識経験者等。活動の質の担保の観点から、アドバイスをおこなう。            
        オブザーバー 横浜市、その他理事会が必要と認めたもの 
        なお、理事会において議決権を有するのは、〇のつく３者とし他のものは議決権を有しない。 
      【理事・監事の構成員】 
        ・20街区管理組合理事より１名 
        ・センター地区自治会役員より1名 
        ・21街区入居者より１名 
        ・20・21街区住民より公募1名 
      【頻 度】３か月に１回程度。必要に応じて開催 

８．組織体制と役割 

 

 総 会  
正会員で構成 

 

 
理事会  

【理事、監事】正会員代表者 
【アドバイザー】 
【オブザーバー】 

 

事務局 

ボランティアスタッフ等 

事務局 ： 組織の実務を行う機関 
  会計・経理、情報発信、イベント内容調整など、組織運営の基礎部分を担う。 
  活動期１～活動期２（※下図参照）については、コミュニティイベントの開発（企画・制作・運営）や、 

ボランティアスタッフ等の育成、組織運営の仕組みづくりについては別途ＡＭ事務局会社に委託予定。 
  理事会、イベント打合せ・準備・開催時等に現地（コミュニティスペース等）対応実施。原則非常駐ではある

が、不在時は、電話、ＨＰ、メール等で対応。 

ボランティアスタッフ等： 組織の活性化役となるスタッフ 
 ＡＭ組織に登録し、将来的に地域の中でイベント企画・運営や情報発信、組織運営の補助を担うスタッフ 

会員種別 
 
正会員： 
 会費を負担し、組織構成員となる区分所有者、 
入居者、テナント。 

 エリアマネジメント活動（コミュニティイベントへの参
加、ＡＭ組織ＨＰ等で自ら主宰するイベントの情報
発信など） への参加権利 、ＡＭ組織総会での議
決権行使の権利などを有する。 

イベント会員： 
 会費を負担することで、エリアマネジメント活動に参加
（イベント参加、主催等）する周辺地域住民。 

賛助会員： 
 正会員、イベント会員以外で、組織に対し、活動費支援
をする企業、個人。ＡＭ組織ＨＰやチラシ等発行物に企
業名等を記載することができる。 

９．体制と活動ステップ 

準備期 

開発事業者 横浜市 

2016～2018年度 

連携、
協力 

【構成員】 
（議決権、活動拠出金負担） 
 ・開発事業者 ３社 

（仮称）十日市場センター地区 
エリアマネジメント 

総 会 

理事会 

業務委託 

AM事務局会社 

事務局 

立ち上げ期 
20街区開業3か月前程度～20街区開業 

活動期１ 

【構成員（正会員）】 
（議決権、会費負担） 
 ・20街区区分所有者 
 ・21街区住民 
 ・21街区戸建て区分所有者 
 ・20,21街区テナント（★） 
 
22街区開業後は、 
22街区区分所有者が加わる 

総  会 

理事会(◎) 

イベント会員 
周辺地域住民等 

学校 

NPO 

広域AM組織 

周辺自治会 

市民サークル 

業務委託 

活動連携、情報共有 

AM事務局会社 

イベント参加 

ボランティアスタッフ等 

事 務 局 

ボランティアスタッフ
としての参加 

20街区開業～22街区開業まで 
活動期3  

【構成員（正会員）】 
（議決権、会費負担） 
 ・20街区区分所有者 
 ・21街区住民 
 ・21街区戸建て区分所有者 
 ・20,21街区テナント 
 ・22街区区分所有者 

イベント会員 
周辺地域住民等 

学校 

NPO 

広域AM組織 

周辺自治会 

市民サークル 

活動連携、情報共有 

イベント参加 

ボランティアスタッフ等 

事 務 局※ 

ボランティアスタッフ
としての参加 

2024年度以降 

※有償役員もしくは有償 
ボランティア等による 
事務局設置を検討 

学校 

NPO 

広域AM組織 

周辺自治会 

市民サークル 

情報共有、 
プレ活動等を通じ
た活動連携 

★【構成員】20街区、21街区
テナントの役割 
 ①会費の負担 
 ②コミュニティイベント 
  コンテンツの提供 総  会 

理事会(◎) 

公共施設 

公共施設 公共施設 

（仮称）十日市場センター地区 
エリアマネジメント 

（仮称）十日市場センター地区 
エリアマネジメント 

活動期２ 
22街区開業～2023年度まで 
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※体制図は活動期１を想定したもの 

将来的に22街区
が加わることを
前提として規約
等を整備します。 

学校 

NPO 

広域AM組織 

周辺自治会 

市民サークル 

活動連携、
情報共有 

公共施設 ・ＡＭ計画の策定 
・ＡＭ協定の締結 
・広域ＡＭや地域団体等との 
 連携開拓 

・ＡＭ計画の更新 
・年間計画の具体化 
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11．拠点活用 

（１）全体配置図 （地区施設、公開空地、コミュニティスペース） 
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屋外でのイベント開催時には、
地区施設、公開空地とコミュニ
ティスペースを一体的に活用し
ます。 

イベントでの活用イメージシーン 

（２）地区施設、公開空地拡大図（イベント等（地域交流事業）での地区施設、公開空地活用イメージ配置） 

【事務局役割】 
 会計・経理、情報発信、イベント内容調整など、組織運営の基礎部分を担う。 
 活動期１については、コミュニティイベントの開発（企画・制作・運営）や、ボランティアスタッフ等
の育成、組織運営の仕組みづくり（マニュアル化など）については別途ＡＭ会社に委託予定。 

【事務局役割】 
  会計・経理、情報発信、イベント内容調整、など組織運営
の基礎部分を担い、ボランティアスタッフ等のとりまとめ、活動
支援を行う。 

ボランティアスタッフ等 

【凡例】 

事務局員 

事務局 
（AM会社） 

ボランティアス
タッフ等や将来
の事務局員候
補者の育成 

事務局 
（ＡＭ会社） 

ボランティアス
タッフ等による
活動を 
後方支援 

事務局 
ボランティアスタッフ等主体
の活動を支援 

10．活動継続のための取り組み（人材育成事業） 

準備期 

2016～2018年度 

立ち上げ期 

20街区開業3か月前程度～20街区開業 

活動期１ 

20街区開業～22街区開業まで 
活動期3  
2024年度以降 

活動期２ 

22街区開業～2023年度まで 

コミュニティ 
スペースA 

コミュニティ 
スペースB 

占用対象とする地区施設 占用施設１ 
キッチンカー 

占用施設２ 
テント等 

占用施設３ 
テーブル・椅子 

占用対象とする公開空地 

主要な 
歩行者動線 

イベント時 
歩行者動線 
幅員３ｍ以上 

ＡＭ組織、活動の仕組みづくり 

20街区 

21街区 

地区施設 
（まちかど広場） 

コミュニティスペース 

公開空地 

地区施設 
（緑道） 

地区施設（広場） 



（４）活動拠点（地区施設、公開空地、コミュニティスペース）におけるセンター地区ＡＭの拠点活用の担保 

活動拠点の所有者（地権者）である20街区管理組合および21街区建物所有者とセンター地区ＡＭ間で、規約・協定等により下記のような取り決めを行い、コミュニティスペースおよび公開空地、 
地区施設（以下、「コミュニティスペース等」という。）をセンター地区ＡＭの活動拠点として担保します。 

  ・20街区管理組合および21街区建物所有者は、センター地区ＡＭが、コミュニティスペース等をコミュニティイベントの準備・開催や、理事会その他打合せ等（以下「イベント等」という。）に用いる場合、その利用
料は無償とします。 

  ・20街区管理組合および21街区建物所有者は、センター地区ＡＭがイベント等を開催する際、コミュニティスペース等に付随する設備の利用料を無償とします。 

  ・20街区管理組合および21街区建物所有者、センター地区ＡＭがコミュニティスペース等をイベント等で用いる場合、外部の利用者よりも優先的に予約を行えるようにします。 

  ・20街区管理組合は、センター地区ＡＭがコミュニティイベントや組織運営に必要な備品等を保管する倉庫スペースおよび事務スペース（リビング棟）を無償提供します。 

（５）活動拠点（地区施設、公開空地、コミュニティスペース）の管理運営 

・活動拠点（地区施設、公開空地、コミュニティスペース）の管理運営は、管理組合や管理会社を中心に行います。 
・コミュニティスペースについては、センター地区ＡＭも管理運営に協力します。 

（３）公開空地拡大図（イベント等（地域交流事業）での公開空地活用イメージ配置） 

入居住民だけでなく、地域の方々にも開放するコミュニティガーデンおよびその
周辺を、ガーデニングイベント等で活用します。 

コミュニティガーデン及びその周辺 

※具体的なイベント内容については、実施が決定したものではなく今後変更となる場合があります。 
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20街区 

公開空地 

地区施設（広場） 

赤枠：イベントでの占用利用想定範囲 

コミュニティガーデン 



現時点での素案であり、今後の検討により変更になる場合があります。 12．活動費 

地域交流事業費 

地域連携事業費 

環境共生・美化・防犯・防災事業費 

活動情報発信事業費 

地域エコ
事業費 

事務局経費 

会費 
・20街区区分所有者 
・21街区福祉施設入居者 
・21街区戸建て区分所有者 
・20・21街区テナント 

事務局人件費 
＜会計・経理等 

運営にかかる費用＞ 

会費 
・20街区区分所有者 
・21街区福祉施設入居者 
・21街区戸建て区分所有者 
・20・21街区テナント 

収入 支出 

事務局経費 

地域交流事業費 

地域連携事業費 

環境共生・美化・防犯・防災事業費 

人材育成事業費 

活動情報発信事業費 

地域エコ事業費 

イベント会員会費 

参加費収入等 

内部留保 

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
費 

事務局人件費 
＜会計・経理等 

運営にかかる費用＞ 

人材育成事業費 

イベント会員会費 

参加費収入等 

20街区開業～22街区開業まで 

活動期１ 

・活動期１～活動期２（2023年度まで）期間分の、エリアマネジメント活動の自立に向けた仕組みづくりに要する費用（ＡＭ会社委託費用他）を開発事業者（２０、２１街区）が負担します。 
・会費として、月額200～600円／戸を徴収し、エリアマネジメント活動費に充当します。 
・参加費等収入としては、公開空地等を活用して行うイベントへの出店料収入も想定しており、地域交流事業や地域連携事業等の費用にします。 

内部留保 

活動期3  
2024年度以降 

活動期２ 

22街区開業～2023年度まで 

会費 
・（仮）22街区区分所有者等 

収入 支出 
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会費 
・20街区区分所有者 
・21街区福祉施設入居者 
・21街区戸建て区分所有者 
・20・21街区テナント 

事務局経費 

地域交流事業費 

地域連携事業費 

環境共生・美化・防犯・防災事業費 

人材育成事業費 

活動情報発信事業費 

地域エコ事業費 

内部留保 

事務局人件費 
＜会計・経理等 

運営にかかる費用＞ 

イベント会員会費 

参加費収入等 

会費 
・（仮）22街区区分所有者等 

収入 支出 




